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    売主   と買主   は以下条項により下記表示の不動産（以

下本物件という）の売買契約を締結する。 

    

第第第第 1111 条条条条    ((((目的目的目的目的))))    

売主は、本物件を売買価格 金   円にて以下条項の約定により買主に売渡し、買主

はこれを買受けた。 

 

第第第第 2222 条条条条    ((((手付金手付金手付金手付金))))    

１．買主は売主に対し、本契約締結と同時に手付金として金   円を支払う。 

２．手付金は残代金支払い時に、売買代金の一部に無利息にて充当する。 

 

第第第第 3333 条条条条    ((((売買代金売買代金売買代金売買代金のののの支払方法支払方法支払方法支払方法))))    

買主は売主に対し、残代金を平成  年  月  日迄に、現金又は売主の指定する口座に振込む。

但し、振込手数料は買主の負担とする。 

 

第第第第 4444 条条条条    ((((売買対象面積売買対象面積売買対象面積売買対象面積))))    

売主及び買主は、本物件の売買対象面積を登記簿記載の面積とし、実測面積と差異が生じたとして

も、互いに売買代金の増減その他何らの請求もしないものとする。 

 

第第第第 5555 条条条条    ((((所有権移転所有権移転所有権移転所有権移転のののの時期及時期及時期及時期及びびびび登記申請手続登記申請手続登記申請手続登記申請手続きききき等等等等))))    

１．本物件の所有権は、売主が売買代金全額を受領した時、売主から買主へ移転する。 

２．所有権移転に係る登記申請手続きは、本物件の所有権が売主から買主へ移転した後、売主、買主

互いに協力のうえ、速やかに行うものとする。 

 

第第第第 6666 条条条条    ((((費用負担費用負担費用負担費用負担))))    

第 5 条に定める登記申請手続に要する費用（所有権移転登記に係る費用、その他担保権設定登記に

係る費用等）は買主の負担とする。但し、売渡しに要する費用（登記名義人表示変更登記に係る費用、

その他担保権抹消登記に係る費用等）は、売主の負担とする。 

 

第第第第 7777 条条条条    ((((引渡及引渡及引渡及引渡及びびびび管理責任管理責任管理責任管理責任))))    

本物件の管理責任は、引渡と同時に売主から買主に移転する。但し、売主の承諾に基づき事前に買

主が使用する場合は、事前使用のために引渡す時点で、管理責任は売主から買主に移転する。 

 

第第第第 8888 条条条条    ((((承継義務承継義務承継義務承継義務))))    

買主が第 7 条の引渡後、本物件を第三者に譲渡又は貸与等するときは、買主はその第三者に対し、

本契約に定める遵守すべき事項をすべて承継させるものとする。 
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第第第第 9999 条条条条    ((((権利義務権利義務権利義務権利義務のののの譲渡禁止譲渡禁止譲渡禁止譲渡禁止))))    

買主は売買代金全額の支払いを完了する迄は、売主の書面による事前の承諾を得なければ、本契約

に基づく権利義務を第三者に譲渡できない。 

 

第第第第 10101010 条条条条    ((((買主買主買主買主のののの通知義務通知義務通知義務通知義務))))    

買主は売買代金の支払を完了する迄に、その氏名又は住所等の変更、或いは本契約に重大な影響を

及ぼす事実が生じたときは、その旨を直ちに売主に通知し、これを怠ったために売主が被る一切の損

害は、買主が負担する。 

 

第第第第 11111111 条条条条    ((((公租公課等公租公課等公租公課等公租公課等のののの分担分担分担分担))))    

    売主及び買主は、本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税等の公租公課ならびに管理費、

ガス、水道、電気料金及び各種負担金等の負担について、引渡日の前日までの分を売主の負担とし、

引渡日以降の分を買主の負担として残代金支払い時に精算する。尚、公租公課の起算日は１月１日と

する。 

 

第第第第 12121212 条条条条    ((((権利権利権利権利のののの瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵のののの除去除去除去除去))))    

売主は本物件上に存する抵当権、地上権、先取特権等その他形式の如何を問わず所有権の完全な行

使を阻害するものを除去して、買主に移転する。 

 

第第第第 13131313 条条条条    ((((瑕疵担保責任瑕疵担保責任瑕疵担保責任瑕疵担保責任))))    

１．買主は本物件に瑕疵がある場合は、売主に対して、損害賠償を請求することができる。この場合

において、本契約を締結した目的を達成することができないとき、買主は売主に対して、本契約

を解除し損害賠償を請求することができる。 

２．買主は売主に対して、前項前段に定める損害賠償に代えてまたはそれとともに、本物件の修補を

請求することができる。 

３．２項の請求は本物件の引渡し後１年を経過したときはすることができない。 

４．本条によって本契約が解除された場合、売主は買主から受領した金員を、無利息で遅滞なく買主

に返還しなければならない。 

 

第第第第 14141414 条条条条    ((((引渡前引渡前引渡前引渡前のののの滅失滅失滅失滅失・・・・毀損毀損毀損毀損))))    

本契約締結後、引渡迄の間に天災地変、その他当事者双方の責に帰す事のできない事由により、本

物件が滅失又は毀損した場合は、売主は速やかにその状況を買主に通知し、次の各号の定めにより処

理する。尚、この場合買主は売主に対し、損害賠償の請求をすることはできない。 

(1)滅失の場合は、本契約は解除となり、売主は受領済の手付金等を無利息にて買主に返還する。 

(2)毀損の場合は、売主は自己の負担において修復して買主に引渡す。この場合修復に要する期間だ

け引渡が延期されることにつき、買主は売主に対し異議を申し立てないものとする。 

(3)前号の毀損の程度が甚大で、修復に多額の費用を要するときは、売主は本契約を解除して本条（1）
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号の通り処理することができる。 

 

第第第第 15151515 条条条条    ((((契約契約契約契約のののの解除及解除及解除及解除及びびびび損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの予定予定予定予定))))    

１．売主及び買主は、その相手方が売買契約の履行に着手するまでは、互いに書面により通知し、買

主は売主に対し手付金を放棄することにより、売主は買主に対し、手付金等受領済みの金員を無

利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を買主に支払うことにより、売買契約を解除すること

ができる。 

２．売主又は買主は、その相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた書面による履行の催告に応

じない場合は、本契約を解除することができる。なお、解除した場合は以下の通りとする。 

(1)売主が違約した場合、売主は買主に対し、速やかに受領済みの金員を無利息にて返還するととも

に、違約金を支払う。 

(2)買主が違約した場合、違約金が支払い済みの金員を上回るときは、買主は売主に対し、速やかに

その差額を支払い、支払い済みの金員が違約金を上回るときは、売主は買主に対し、受領済みの

金員から違約金相当額を控除して、速やかに残額を無利息にて返還する。 

(3)買主が本物件の所有権移転登記を受け、又は本物件の引渡しを受けているときは、違約金の支払

いを受けるのと引換えに、その登記の抹消登記手続き、又は本物件の返還をしなければならない。

但し原状回復に要する費用は違約した者の負担とする。 

 ３．本契約の違約金は金   円とする。 

４．売主・買主は違約金について、実際に生じた損害額の多寡を問わず、相手方に違約金の増減の請

求ができない。 

 

第第第第 16161616 条条条条（（（（融資利用融資利用融資利用融資利用のののの特約特約特約特約））））    

１．買主は融資を利用する場合、本契約締結後速やかにその融資の申込み手続をしなければならない。 

２．前項の融資申込手続きを行なったにもかかわらず、その融資を否認され、平成  年  月  日

までに融資承認を取得できない場合は、売主又は買主は、前記期日までであれば本契約を解除す

ることができる。この場合、売主は買主から既に受領している金員を無利息にて返還する。但し、

融資否認の原因が下記事由による場合には、買主は本契約を解除することができない。 

   (1)売主に提出した、本物件に関わる購入申込書所定の記載事項欄に、偽りの申告があった場合。 

   (2)融資申込手続きにおける不誠実、又は買主の都合によるローン拒否などがあった場合。 

    (3)故意又は過失により、破産・銀行取引停止処分・金銭上債務不履行及び公租公課の滞納等 

財産上の信用不安を発生させた場合。 

   (4)その他買主の責に帰すべき事由がある場合。 

 

第第第第 17171717 条条条条    ((((管理規約等管理規約等管理規約等管理規約等))))    

１．売主は買主に対し、本物件の管理規約等の定めがある場合には、それを記載した書面を、引渡し

完了時までに交付する。 

 ２. 売主は、前項の管理規約等で定められた義務のすべてを買主に承継させ、買主はこれを承継する。 
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第第第第 18181818 条条条条    ((((管轄裁判所管轄裁判所管轄裁判所管轄裁判所))))    

売主及び買主は、本契約について紛争が生じた場合、売主の所在地を管轄する裁判所をもって合意

による管轄裁判所とする。 

 

第第第第 19191919 条条条条    ((((契約外事項契約外事項契約外事項契約外事項))))    

１．本契約書に記載された条項以外の特約については、売主及び買主の記名押印のある書面によるも

のに限ります。 

２．本契約に定めのない事項については、｢建物の区分所有等に関する法律｣及び、｢民法｣その他の関

係法令ならびに不動産の取引慣行に従い、売主及び買主が互いに誠意をもって協議解決する。 

 

                                    以上 

 

この契約を証するため、契約書正本を２通作成し、署名捺印（記名押印）のうえ各自が保管する。 

 

不動産の表示 

① 土    地  

所    在：○○県○○市○○町○丁目○○番地○○ 

地    番：○○市○○町○○丁目○○番○○ 

地    目：○○          地    積：○○.○○㎡ 

 

② 建    物 

   所    在：○○県○○市○○町○丁目○○番地○○ 

家 屋 番 号 ： 

種     類：○○          構    造：○○造○○建 

床  面  積：1階○○.○○㎡・2階○○.○○㎡・合計○○.○○㎡ 

 

平成  年  月  日 

 

         住所                            

 

売主 

         氏名                         印  

 

 

         住所                            

 

買主 

         氏名                         印  
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